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平成３１年労第８３号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

労働基準監督署長（以下「監督署長」という。）が○年○月○日付けで再審査請

求人（以下「請求人」という。）に対してした労働者災害補償保険法（以下「労災

保険法」という。）による休業補償給付の支給に関する処分を取り消すことを求め

る。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、○年○月○日、会社Ａ（以下「会社」という。）に雇用され、Ｂ所

在の会社Ｃ営業所（以下「事業場」という。）において、トラック乗務員として

就労していた。 

２ 請求人は、○年○月○日、取引先で荷積み作業中に胸の痛み等の症状が出現し

たため、Ｄ医療機関に受診し、翌日、Ｅ医療機関に受診し「急性心筋梗塞」（以

下「本件疾病」という。）と診断され、監督署長は、本件疾病を業務上の事由に

よるものと認め、療養補償給付を支給する旨の処分を行った。 

３ 請求人は、本件疾病に係る○年○月○日から同年○月○日までの間の休業補償

給付を請求したところ、監督署長は、給付基礎日額を○円として、これを支給す

る旨の処分をした（以下「本件処分」という。）。 

本件は、請求人が本件処分の給付基礎日額を不服として、同処分の取消しを求

める事案である。 

４ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査

請求をしたところ、審査官が○年○月○日付けでこれを棄却する旨の決定をした

ことから、更にこの決定を不服として再審査請求をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

（略） 

２ 原処分庁 
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（略） 

第４ 争  点 

本件処分における給付基礎日額が、監督署長において算出した○円を超えるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

１ 当審査会の事実認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

請求人は、給付基礎日額の算定に当たって、①タイムカードの打刻が漏れてい

る日の始業・終業時刻は、運転日報ではなく、アルコール点呼記録表の測定時刻

を参照すべきである、②休憩時間は、請求人が作業日報に記載する時間を参照す

べきであると主張するので、以下検討する。 

（１）始業・終業時刻について 

請求人の主張を踏まえ、当審査会としても、一件資料を精査したところ、決

定書理由（略）に説示するとおり、タイムカードが打刻されていない日の始業・

終業時刻は、アルコール点呼記録表の測定時刻が請求人の労働時間の実態を反

映していることから、当該時刻をもって始業・終業時刻とすべきと判断する。 

（２）休憩時間について 

請求人は、就労実態に鑑みて、請求人が作業日報に記載した時間を休憩時間

として認定すべきであると主張する。 

    この点、Ｆは、要旨、「○年○月以前、前任者が運行管理を行っていたとき

は、現在と比較して、運行管理を細かく管理していなかった。」と述べ、Ｇは、

要旨、「客先での待機時間や運転時間の前後に続けて積み込み・荷降ろしをす

る際に、デジタルタコメーターの休憩ボタンを押すことがあり、運転日報に記

載された休憩時間の全てが実際に休憩した時間となるわけではないため、休憩

時間を正確に把握できる資料はない。」と述べている。 

    当審査会としては、上記事業場関係者の申述より、決定書理由(略)に説示する

とおり、作業日報と運転日報の休憩時間を勘案して休憩時間を算定するのが妥

当と判断し、作業日報に記載した休憩時間のみに着目して請求人の休憩時間を

特定することは正確性に欠けることから、請求人の主張は妥当ではなく、監督
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署長が両日報を比較の上算定した休憩時間は、適正であると判断する。 

（３）労働時間について 

○年○月、○月及び○月における請求人の労働時間数等について、審査官は

アルコール点呼記録表の測定時刻を基に始業時刻及び終業時刻の修正を行って

おり、当審査会において再確認するも、審査官の修正は適正であると判断する。 

（４）平均賃金について 

上記（３）を踏まえ、労災保険法第８条及び第８条の５の規定に基づき請求

人の給付基礎日額を算定すると、決定書（略）に説示するとおり、○円となる。 

（５）上記（１）ないし（４）より、当審査会としても、請求人の給付基礎日額は、

監督署長が算定した○円であると判断する。 

３ 結  論 

以上のとおり、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから、

請求人の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 

 


